
病害虫防除・農薬登録推進中央協議会設置要領

１ 目的

近年、薬用作物等の地域特産作物の生産拡大、無人航空機（産業用無人ヘリコ

プターを含む。）を活用した安全・適正な農薬散布の推進、短期暴露評価への対

応、薬剤耐性病害虫等への対応等が重要な政策課題となる中で、その着実な推進

を図るためには、病害虫防除体系の確立や農薬登録の推進が重要となっている。

これらの課題を円滑かつ迅速に対応することを目的として、関係機関・団体に

よる病害虫防除・農薬登録推進中央協議会（以下「中央協議会」という。）を設

置する。

２ 検討事項

（１）中央協議会は、次に掲げる課題に関して、病害虫防除体系の確立や農薬登

録の推進を図るため、都道府県等から要望や情報を収集し、関係者で共有す

るとともに、課題の解決に向けた技術的な対応の検討や都道府県等への情報

提供等を行う。

① 薬用作物等の地域特産作物の生産拡大

都道府県等から薬用作物等地域特産作物の個別作物や作物群での農薬の

登録要望等を聴取し、産地間の連携や農薬メーカーとの調整を図るととも

に、試験実施に必要な情報提供や助言を行う。

② 無人航空機を活用した安全・適正な農薬散布の推進

都道府県等から無人航空機を利用した空中散布用の農薬登録要望等を聴

取し、一般社団法人農林水産航空協会や農薬メーカーとの調整を図るとと

もに、都道府県や地域別協議会等への情報提供を行う。

③ 短期暴露評価への対応

使用方法を変更するための申請があった農薬に関する情報を提供すると

ともに、当該変更により防除上の支障が生じる場合等の情報を都道府県か

ら収集し、病害虫防除を円滑かつ継続的に実施するための対応を検討する。

④ 薬剤耐性病害虫等への対応

都道府県等から薬剤耐性病害虫等の発生情報を収集・共有するととも

に、適切な防除に必要な情報の提供を行う。

⑤ その他

①～④以外であって、中央協議会の構成員が必要と認める課題について

情報収集・提供等を行う。

（２）協議会における検討に先立ち、中央協議会の構成員は、検討事項に関して、

次のとおり、関係者から病害虫防除や農薬登録推進に関する課題や意見等の

情報を幅広に収集し、農林水産省消費・安全局植物防疫課及び農産安全管理

課に報告するものとする。

① 農林水産省地方農政局消費・安全部安全管理課、北海道農政事務所消費

・安全部安全管理課及び内閣府沖縄総合事務局農林水産部消費・安全課に



ついては、地域センター等を活用し、管内の都道府県を経由し、その病害

虫防除所、普及指導員、ＪＡ等から情報を収集する。

② 植物防疫課は、北海道を経由し、その病害虫防除所、普及指導員、ＪＡ

等から情報を収集する。

③ その他の関係機関は、所属する会員等から情報を収集する。

（３）中央協議会における検討事項に関する情報提供に当たっては、中央協議会

の構成員は、都道府県、関係団体、生産者等の関係者に対し、書簡、チラシ、

メーリングリスト、ホームページ等の方法の組合せにより、的確に周知する

ものとする。

３ 中央協議会の構成員

（１）中央協議会の構成員は、以下のとおりとし、検討する課題に応じ、その都

度出席者を選定する。

農林水産省消費・安全局農産安全管理課

〃 〃 植物防疫課

〃 生産局農産部技術普及課

〃 〃 園芸作物課

〃 〃 地域作物課

〃 農林水産技術会議事務局研究推進課産学連携室

農林水産省地方農政局消費・安全部安全管理課

北海道農政事務所消費・安全部安全管理課

内閣府沖縄総合事務局農林水産部消費・安全課

独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部

公益財団法人日本植物調節剤研究協会

公益社団法人緑の安全推進協会

一般社団法人日本植物防疫協会

一般財団法人残留農薬研究所

一般社団法人農林水産航空協会

農薬工業会

全国農業協同組合連合会

全国農薬協同組合

植物防疫全国協議会

（２）議長が必要と認めるとき、（１）以外の関係者を協議会に参加させること

ができる。

４ 協議会の開催

（１）協議会は、構成員が必要と認めるとき、植物防疫課長が招集する。

（２）協議会の議長は、植物防疫課長が行う。

（３）協議会の事務局を植物防疫課に置く。


